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特集 1 ：教育ガバ ナ ン ス の 形 態

い じめ対策の 政策過程

　
一

「通知」を通 じた指導 ・助言 か ら 「法律」を通 じた ガバ ナ ン ス へ

荒井　英治郎

　 は じめに
一

本稿の 目的 と課題
ω

　い じめは 、 被害者に 身体的 ・精神的苦痛を与 え る 。 また 、 被害の 程度に よ っ

て は被害者の キ ャ リア 発達 に も影響を及ぼすた め 、 社会 ・経済 的被害 も与 える

もの とな る 。 まさに い じめ は人間の 尊厳 を踏 み躙 る行為 で あ る 。 従 っ て 、 「い

じめ た側 も悪 い が、 い じめ られ た側 も悪い 」 との 認識 が
一

定の 正 当性 を有す る

もの と して 流布 し世間 で受 け入 れ られて い る こ とに は疑問を抱か ざる を得ない
。

この 種 の 認識 は 、 なぜ そ の よ うな結果 に な っ た の か とい う 「理由」 と、 そ の 責

任は誰に あるの か とい う 「責任」を混同 させ て い る点に 無 自覚で あ る き らい が

あ る 。 被害者 に 一 定の 理 由が あっ て も、 それ を理 由に い じめ を正 当化す る こ と

はで きよ うはずがない の で ある
（2）

。

　1980年代半 ばの い じめ 自殺事件 を契機 に 、 「い じ め 」 は 社会 問題化 し、 世 間

に もその 深刻 さが 認識 され る ように な っ た 。 以後 、 短期的 ・即時的な処方箋を

示 した ガ イ ドブ ッ ク や マ ニ ュ ア ル 本が続出 した が 、 い じめ を単 に再現不可能な

一
過性 の 現 象 と して 捉 え るの は 不 適切で あ る 。

こ れ に対 して 採用 された の は 、

い じめ を構造 的現 象 と して 再定位す る とい う戦 略で あ っ た 。 い じめ は 、

一
定の

人 間関係が構築 され る場面 に お い て老若 男女 あ らゆ る社会集 団 に おい て 発生す

る リス ク を有す る普遍的 ・不可避 的現象なの で あ っ て 、 学校特有 の 現象で は な

い の で ある
（3 ）

。

　 さて 、
い じめ の 発生要因や 実践的対応等の 検討を通 じて 、 そ の 基本的理 解は

深 め られ て きた が 、 今次 日本で 最初の 法的措置が 講 じ られ た （4 ）
。 以 下で は 、

い じめ対策の 政策過程 を政策段階 （課題設定 、 政策形成 、 政策決定 、 政策実施）

ごとに 区分 し、 登場する ア ク タ
ー

、 活用 された ア リー ナ と政策手段 、 顕在化 ・

潜在 化 した論 点 を析 出す る （図表）。 第 1 に 、 課題設定段 階で は 、 第
一

次安倍

政権下 の 政 策対応 、 文科省 に お け る政策対応 、 民主党政権下の 政策対応を論 じ
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る。 第 2 に 、 政策形成段階で は 、 政党 に よる政策競争 、 第二 次安倍政権下 の 政

策対応 、 諸外国の 政策対応 を論 じる 。 第 3 に 、 政策決定段階で は、法案作成 ・

審議過程の 論点 を概観する 。 第 4 に 、 政 策実施段階で は 、 中央政府 レ ベ ル 及 び

地方政府 レ ベ ル で の 議論を概括す る 。 最後に 、 政策過程 の 特質 を析出する 。

図表 　い じめ対策の 政 策過程

月日 内容

昭和61年 2 月 東京都 中野 区立 中学校事件

平成 6 年11月 愛知 県西尾 市立 中学校事件

平成 18年 10月 北海道滝川市立小学校事件 、 福岡県筑前町立 中学校事件

平成18年10月19日 （A）通知 「い じめの 問題へ の取組の 徹底 につ い て 」 （初 等

中等教育 局長 、 18文科初第711号 ）

平成18年11月29日 「い じめ問題へ の 緊急提言一教育関係者 、 国民に 向けて 一
」

（教育再生会議）

平成 19年 1 月24日 第
一

次答 申 「社会総 がか りで 教育再生 を〜公教育再生 へ の

第
一

歩〜」 （教育再生会議）

平成 19年 2 月 5 日 （B）通 知 「問題 行動 を起 こ す児童生徒に対す る指導 に つ い

て 」 （初等中等教育局長 、 18文科初第1019号）

平成 19年 6 月26日 （C）通 知 厂児童生徒の 自殺防止 に向けた取組の 充実につ い

て 」 （初等中等教育局児童生徒課長 、初児生 第13号 ）

平成20年 1月31日 最終報 告 「社会 総が か りで教育再生 を〜教育再生 の 実効性の

担保 の た めに 」（教育再生会議）

平成20年 7月25日 （D）通知 「児童生徒が利用す る携帯電 話等をめ ぐる問題 へ

の取組 の 徹底 に つ い て 」 （初等中等教育局長、ス ポー ツ ・青

少年局長、20文科初第49号）

平成 21年 1 月30日 （E）通知 「学校 に お ける携帯電話 の 取扱い 等 につ い て 」

（初等中等教育局長、20文科第1156号）

平成 22年 11月 9 日 （F）通知 「い じめの 実態把握及びい じめ の 問題へ の 取 組の

徹底 につ い て 」 （文部科学大 臣政務官、22文科初 第 1173号）

平成 23年 1 月20日 （G）通知 「「い じめの 問題 へ の 取組状況に 関す る緊急調査」

結果 につ い て」 （初等 中等教育局児童生徒課長、 22初児生第

50号）

平成23年 6 月 1 日 （H ）通 知 「児童 生徒 の 自殺 が起 きた と きの 背景調査の 在 り
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方につ い て 」（初等中等教育局長、23文科初第329号）

平成23年10月 滋賀県大津市立 中学校 事件 （平成 24年 7 月以降 、 本格的に社

会問題化する）

平成24年 7 月 13日 「すべ て の 学校 ・教育委員会関係者の 皆様へ 」 （文部科学大

臣談話）

平成24年 8 月 1 日 大臣官房に 「子 ども安全対策支援室」を新設

平成24年 9 月 4 日 （1）通知 「夏季休業が終了 した 時期に お ける児童生徒へ の

適切な対応 につ い て」 （大臣官房子 ど も安全対策支援室長 ・

初等中等教育局長 、 24文科初第633号）

平成24年 9 月 5 日 「い じめ 、 学校安全等に関する総合的 な取組方針〜子 ど も

の 「命」を守る た め に〜」 （文 部科学省）

平成24年 11月 2 日 （J）通知 「犯罪行為 と して取 り扱われ るべ き と認 め られ る

い じめ事案に関する警察へ の 相談 ・通報 につ い て 」（大臣官

房 子 ど も安全対策支援室長 ・初等中等教育局長 、24文科初

第813号）

平成24年 11月27日 （K）通知 「「い じめ の 問題 に関す る児童生徒の 実態把握並

び に教育委員会及び学校の 取組状況 に係 る緊急 調査」 を踏 ま

えた取組の徹底 につ い て」 （大臣官房子 ども安全対策支援室

長 ・初等中等教育局長 、 24文科初第936号）

平成25年 1月24日 （L）通知 「い じめ問題へ の 的確な対応 に向けた 学校 と警察

との 連携 につ い て」 （初等中等教育局長 、 24文科初 第1074号）

平成25年 2月26日 第一
次提言 「い じめ問題等へ の 対応に つ い て 」（教育再生実行

会 議）

平成25年 5 月16日 （M ）通知 「早期に警察へ 相談
・
通報すべ きい じめ事案につ

い て」（平成 25年 5 月16日、 初等中等教育局長 、 25文科初第

246号）

平成25年 6月28日 い じめ防止対策推進法　公布

平成 25年 8 月7 日 い じめ 防止基本方針策定協議会 設置

平成25年 9 月28rI い じめ 防止対策推進法 施行

平成25年10月11日 「い じめの 防止 等の ため の基本的な方針」 （文部科学大 臣決

定）

（N）通知 「い じめ防止基 本方針の 策定に つ い て 」 （初等 中

等教育局長 ・高等教育局長 、 25文科初第814号）
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1．課題設定段階

　（1）第一 次安倍政権下 の政策対応 ：教育再生会議の 提言

　第一 次安倍政権 にお い て い じめ対策の 方向性 を規定 し たの は、 教育再生 会議

（座 長 ：野依良治）で あ っ た 。 平成 18年10月10日の 閣議決定 を受 けて 内閣官房

に 設置 された 同会議 は 、 内閣総理 大 臣、 内閣官房長 官、 文部科学大 臣 、 有識者

か ら構成 されて い た 。 同会議 の 議事進行 は 内閣総理大臣補佐官 （山谷 え り子 ）

が務 め 、 官邸 出席 者 と して 内 閣官房長官 （塩崎恭久） と内閣官房 副長官 （下村

博文 、 鈴木政二 、 的場 順三 ）が、 文科省出席者 と して 副大 臣 （池坊保子）が 出

席 して い た 。 有 識者の 顔ぶ れ に 関 して は 、教育学研究者が不 在で 教育の 専門性

とい う 「学識経験」の 観点が考慮 されて い な い な ど批判 も多か っ た が
（5 ）

、 3 つ

の 分科会 （学校再生分科会 、 規範意識 ・家族 ・地域教育再生分科 会 、 教育再生

分科会）で の 集中審議の 結果 、 4 次に わた る答申を発表、 提言内容の い くつ か

は、   学教法 （義務教育の 目標の 新設 、 各学校種の 目的
・目標の 見直 し 、 学校

の 組織体制の 確立 、 学校評価 や 情報提供の 義務 化な ど）、   地教 行法 （教委の

責任体制の 明確化や体制の 充実 、 地方分権の推進 、私 立学校 に 対す る教育行政

な ど）、   教 員免許 法及 び教特法 （教員免許更新制 の 導 入 、 教員 の 人事管 理 の

厳格化など）な ど、 教育三 法の 改正 とつ なが り、現 行教育法制の あ りよ うを一

定程 度規定する結 果 と な っ た 。

　第 1 回会議 の 席上 、 安倍総理 は 「すべ て の 子 どもに高 い 学 力と規範意識を身

に付け る機会 を保 障す る」た め に 、 教育再生 の 最終 目標 と して 「公教育の 再生

や 、 家庭 ・地域 の 教育力の 再生 が重要で ある」 と述べ て い た が （第 1 回議事録

2 頁）、 会議の 前半 は 、 北海道滝川市や福岡県筑前町 で の い じめ 自殺事件 を受

けた対応 方策 の 議論に終始 した 。 こ れ は 、 い じめ 問題 は 「短期的 な課題」 （中

嶋委員）、 「日本 に お い て もっ と も緊急課題」 （渡邉 委員）、 「緊急に対応 がで き

る （政策 問題）」 （渡邉委員） と して有識 者か ら認識 されて い た た めで あ る （第

2 回議事録 3−4 頁）。 席上 、 陰山委員は、 実証的な分析 ・論議の 必要性 を喚起

した が （第 2 回議事録 6 頁）、 総理 は審議の ス ピー
ドを求め て い る との 義家室

長の 発言 が物語 る よ うに （第 2 回議事録 9 頁）、 実質 2 回の 審議 （10月18日 、

10月25日、 11月29日）を経て 、 平成 18年11月29日に 「い じめ 問題へ の 緊急提

言一 教育関係者、 国民 に 向けて一 」が発表されて い る 。 当該提言 は 、 国民 に 訴

えか ける緊急 ア ピー
ル を出すべ き との 見解が複数 の 委員 （小野委員、池 田座長

代理 、 陰山委員、 浅利委員 な ど）か ら要望 されて い た こ と を受けて の もの で あ
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っ た （第 2 回議事録 4−5 頁 、 10頁 、 第 1 回第 1 ・第 2 合同分科会議事録 15頁 、

20頁）。

　 さて 、 緊急提言 の 骨子 は、   い じめの 徹底指導 （い じめは反社会的行為で あ

り、 見 て 見ぬ ふ りをする者も加害 者 で ある）、   指導 ・懲戒基準の 明確 化 と毅

然 と した対応 、   教 員 に よる指導 の徹底 、 家庭 ・地域 との 連携 、
い じめ を理 由

とす る転校 制度 の 周知、   い じめ を放置 ・助長 した 教員 へ の 懲 戒処 分 の 適用、

  学校 に お け るチ
ー ム 対応 、 ク ラ ス ・マ ネジ メ ン トの 見直 し、 教委 に お けるい

じ め解決 サ ポー
トチ

ー ム の 結成 、   家庭 ・地域 と
一
体 とな っ た学校に よる未然

防止 ・問題解決 、   家庭の 責任 の 再確認 な どで あ る 。 提言 に は 「い じめ や ク ラ

ス ・マ ネ ジ メ ン トへ の 取 り組 み を学校評価 、 教員 評価 に も盛 り込む 」 とあ り、

こ の 種 の 認識枠組は今次の 法制定で も引 き継 が れて い る 。 他方 、 伊 吹文 明文 相

が 、 提言の 多くは文科省で も実施済み で現行法上可能で ある と発言 して い た よ

うに （第 3 回議事録 3−4 頁）、 時宜 を得た提言で あ っ た もの の 、 い じめ対策 と

して の 新規性は乏 しか っ た 。 なお 、 組織設置に 関す る提言 は 、 サポ ー
トチ ー ム

の 設置 （教委 レ ベ ル ）に留 ま る もの で あっ た
。

　その 後、 教育再生会議は第一 次答 申 「社 会総 がか りで 教育再生 を〜公教育再

生へ の 第
一

歩〜 」（平成19年 1 月24日） を発表 し、 い じめ対策 と して 、   加害

者へ の 厳格対処 （出席停止 制度の 活用、 社会奉仕等体験 活動 、 個別指導 ・別室

等教育）、   相談 体制の 拡充 （24時間電 話相 談シ ス テ ム の 整備 ）、   教 委 に よ る

予算 ・人事 ・教員定数面で の 支援等を挙 げて い た 。 特に 、 平成 18年度 中の 緊急

対応 と して 、   即時性 ・利便性 ・
匿名性 ・優位性を有す る電話相談 シ ス テ ム の

整備 、   い じめ関連 「通知」の 見直 しが挙げ られて お り、 事実 、 平成19年 2 月

には 、 反社会的行動に陥 る子 ど もへ の 指導 （出席停止や懲戒）と関係す る昭和

20年代の 通知の 見直 しが な され る に 至 っ た 。

　（2 ）文科省 の政策対応 ：い じめ 、 ネ ッ トい じめ 、 自殺予防

　文科省の い じ め対策は 、   「心 の 教育」の 充実 （道徳 教育 の 充 実 、 体験 活

動 ・長期宿泊活 動の 推進 、 出席停止制 度 の 適切 な運 用、 「心 の ノ ー ト」の 配布

な ど）、   教員 の 資質能力の 向上 （演習形式 に よ る指導主事 等対象の 指導者養

成研修 の 実施 な ど）、   教育相談体 制の 充実 と学校 ・地域 ・
家庭 ・関係諸機 関

との 連携推進 （SC の 配置 、 教 員 ・
警官OB な どの 地域 人材 活用 な ど）、   い じ

めの 未然 防止 ・
早期発見 ・早 期対応 に 向 けた取組推進 （児童生徒の 自立支援事
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業） な ど 、 4 つ に大別可能で ある
（6）

。

　日本 で は こ れ まで 3 度 に わた る 「い じめパ ニ ッ ク」が生 じた と手齷 され る こ

とが 多い が （昭和61年の 東京 都中野区立 中学校事件、 平成 6 年 の 愛知県西尾市

立 中学校事件 、 平成18年の 福岡県筑 前町立 中学校事件）
ω

、 文科 省 は い か な る

対応 を行 っ て きた の か
。

　第 1 に 、 平成18年10月19日に 通知 （A）を発出 し、 い じめ 問題 に 関す る基本

的認識 と 、 い じめ の 早期発 見 ・早期対応 、 い じ め を許 さな い 学校づ くり、 教委

に よ る支援 と関わ る留意事項 と共 に 、 加害者 措置 （出席停止制度な ど）の 指針

を提示 す るな ど、
い じめ対策の 総点検 と取組 の 徹底 を図 っ て い る 。 当該通知に

は 、 「い じ め の 問題 へ の 取組 に つ い て の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト」 も付 され て お り、

取組充 実 の た めの 点検項 目が例示 され て い た 。 続 く、 平成 19年 2 月 5 日に は

通知 （B）を発出 し、 生徒指導の 充実 と共 に 、 事案 に よっ て は出席停 止 措置 を

取 る こ と をた め らわずに検討すべ きで ある との 旨が示 され た
（S ）

。
こ の 他、 『い

じめ問題 に関す る取組事例集』 （平成 19年 2 月、 国立教育政 策研 究所生 徒指導

研究セ ン タ ー と協同編集） も公表 して い た 。

　第 2 に 、 平成20年以 降は 「ネ ッ トい じめ 」に特化 し た検討 も行 っ て い る 。 例

えば、 平成20年 7 月25日に は通知 （D）を、 平成 21年 1 月30日に は通知 （E）

を発 出 し 、 「ネ ッ トい じめ 」 を含 む い じ め 対策の 徹底 を指導 し て い る 。 また 、

平成 20年 11月 に は 『「ネ ッ ト上 の い じ め 」に 関す る対応 マ ニ ュ ア ル ・事例集

（学校
・
教員 向 け）を公 表 し、 情報モ ラ ル 教育の 充実、 教員 の 指導力の 向上 、

保護者へ の 啓発 と家庭 ・地域 との 連携等の 必 要性 を喚起 して い た 。

　第 3 に 、 「自殺予防」に 関 して も、 平成19年 3 月発表の 「子供 の 自殺予 防の

ため の 取組 に向けて （第
一

次報告）」（児童生徒の 自殺予 防に 向 けた取組に関す

る検討会）を受 けて 、 平成19年 6 月26日に通知 （C） を発 出 した ほ か 、 冊子 ・

手引 き等 （『教師が知 っ て お きたい 子供の 自殺予防』平成21年 3 月、 『子供 の 自

殺が起 きた時の 緊急対応の手引き』平成21年 7 月）を公表 して い る。 なお 、 自

殺予 防 に 関 し て は 、 児童 生 徒の 自殺予 防 に 関す る調査 研究協 力者会議に よ る

「審議 まとめ」（平成23年 3 月）の 公表 を受けて 、 平成23年 6 月 1 日に通知 （H）

を発出、 自殺予防教育の あ り方の 審議が継続 して行われ て い る。

　こ の 他 、 平成18年10月24日に は文科 省内に 「子 ども守 り育て る体制づ く り推

進本 部」が設 置 され 、 「子 ど もを守 り育て る た め の 体制づ くりの た め の 有 識者

会議」（平成 18年11月 7 日設置）が 運営 され て い る こ とに も注 目され た い 。 当
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該会議は 、 い じめ 問題 等に対応す る シ ス テ ム の あ り方や施策 に 関する総合的検

討 を行 うた め に設置 された もの で あるが 、 副大臣 （池坊保子）主催で 運営 され

て い る点 が 特徴 で あ っ た 。 当該 会議 は 、 平成 18年12月 4 日発表 の 「い じめ 問

題 に対する喫緊の 提案につ い て」 に おい て 、 4 つ の 提案 （学校内外の 子 ど もに

対す る相談体制の 充実 、 学校内で 子 どもが教員以外の 様々 な大人 と接 す る機 会

の 拡充 、 緊急 時に外部 の 専門家チ
ー ム が 学校支援 を行 う仕組 み の 構築 、 実態把

握 ・ 分析 と良い 取組 をま とめ た事例集の 周知〉を行 っ た後 も、 「い じめ を早 期

に発見 し、適切に対応で き る体制づ くり一 ぬ くもりの ある学校 ・地域社会をめ

ざ して （第
一

次 と りま とめ）」 （平成 19年 2 月 1 日）、 「い じめ 問題 に対す る徹

底 した対応 に向けて 〜子 ど もた ちがの びの び学べ るぬ くも りの ある学校 に しよ

う ！〜 」 （平成 19年 6 月21日）、 「『ネ ッ ト上 の い じ め 問題』 に 対す る喫緊の 提 案

につ い て 」 （平成 19年 12月 7 日）、 「『ネ ッ ト上 の い じめ』 か ら子 ど もた ち を守 る

た め に一 見直 そ う ！　 ケ
ー タ イ ・ネ ッ トの 利用 の あ り方 を （第二 次 と りま と

め）」（平成20年 6 月12日） と、 立 て続けに検討結果を発表 し 、 問題行動 の実 態

把握の 在 り方や効果的な取組に関す る見解を表明 して い っ た 。 と はい え、 い ず

れ も啓蒙的な色 彩が 強 く、 内容 と して も従 前 の もの と重複 す る点 が 多か っ た 。

また 、 組織設置に 関 して も、 緊急時の 外部専門家チ
ー ム （精神科医 、 警察 、 児

童相談所）の 学校派遣に留ま る内容で あ っ た 。

　 こ う して 、 文科省は 「通知 」 を通 じ た 指導 ・助言 とい う政 策手段 を駆使 し 、

か つ
、 「通知」内容 を軸に 据 えた マ ニ ュ ア ル ・取組事例集 ・手引きの 公表 ・配

布 を行 っ て きた 。 施 策対 象 が狭義の 「い じめ」 に留 ま らず、 「ネ ッ トい じ め」、

「自殺予 防」 と拡大 して も、 政策手段 の バ リエ ー シ ョ ン は限 られて い た
。

　（3 ）民主党政権下の政策対応 ：機構改革 と緊急調査

　政権交代後の 民 主党政権で も、 「通知」 を通 じた 指導 ・助 言 が継続 して行 わ

れて い っ た 。 例 えば 、 平成 22年 11月 9 日に は 通知 （F ）が 発 出 され 、 過去の 通

知 （A）の 趣 旨 を再確認 し、 総点検 を実施 す る こ と を教育現 場 に 求 め て い る 。

ま た 、 平成 23年 1 月20日発出の 通知 （G）で は 、 定期点検 ・
ア ン ケ

ー
ト調査 の

実施等につ い て 、

一
層の 取組 を学校 と教委 に要請 して い た 。

　 こ れ に対 し て 、 い じ め対策が 改め て 重要度の 高い 政策課題 と して 設定 され 、

政策手段 と して 立法措置が検討 され るよ うに な っ た契機に 、平成23年10月の 大

津 市い じめ 自殺事件 を挙げる こ とが で き よ う。 同事件 を契機 と して 、 「い じめ」
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は単一 事例 で ある 「問題」（イ シ ュ
ー）か ら、 集合化 され た 「政 策課題」 （ア ジ

ェ ン ダ）へ と設定 され る に至 っ た ので あ る。 と りわ け文科省内の 機 構改革 とい

う観 点か ら も、
い じめ 対策に 関す る国の 姿勢の 変化の 機運 を感 じ る こ とが で き

た の が 、 「子 ど も安全 対策支 援室」の 新設 で あ っ た 。 平 野博文 文相 は 、 平成24

年 7 月13日に大 臣談話 を発表 す る と共 に 、
い じめ実態把握の た め の 緊急調査 の

実施 と常設組織の 新設 を表 明 、 平成24年 8 月 1 日に 「子 ども安全対策支援室」

を大臣官房 に新設 して い る 。 大臣官房長 を支援室長 に据 え、 警察庁職員 2 名を

併任 とす る計21人体制 の 支援室 は、子 どもの 生命
・安全 が損 なわれ る重大事態

発生時に 学校 ・教委に直接的支援 を行 うこ とを目的 とす る 「実働部隊」
（9 ）

と し

て 位置づ け られて い た 。

　そ して 、 機構改 革の 1 か 月後に発表 された の が、 「い じめ 、 学校安全 等に 関

す る総合的な取組方針
〜子 ど もの 「命」 を守 る〜 」 （平成24年 9 月 5 日）で あ

る。   い じめ問題 へ の 対応 強化 、   学校安全 の 推進、   体育 活動 中の 安全 確保

の 3 本柱か ら構成 され た取組方針 の 背景に は 、 従来の い じめ対策 （実態把握 や

対 応）が 、 「学校現 場 の 主体 的 な取 組 に期待 し 、 受 け身の 対応 とな っ て い た 」

（同取組方針 3 頁） との 自己反省が存在 して い た 。

　以下 、 い じ め 関連の 記述に着目すれ ば 、 い じめ対策は あ くまで 学校や 教委等

が 中心 とな っ て 行 うこ と を基本 と しつ つ も、 下記項 目に 関 して 国の 取組を強化

す る旨が述 べ られて い た 。 すなわち、   学校 ・家庭 ・地域が
一

丸 と な っ て子 ど

もの 生 命 を守 る （未然 防止 、 学校 ・家庭 ・地域の 連携協力 に 資す る取組推進）、

  学校 ・教委等の 連携強化 （子 ど も安全対策支援室 の 事務 体制強化 、 初等中等

教育局児童 生徒課の 体制拡充 、 い じめ 問題 ア ドバ イザ ー （仮 称） の 配置 、 電話

相 談体制 の 見直 し 、 自殺事案の 背景調査 の 改善 な ど）、   早期 発見 と適切 な対

応 の促 進 （教職員体制の 強化、教職員研修等の 充実 、 い じめ 問題等支援チー ム

（仮称）の 配置 、 出席停 止 制度の検証な ど）、   学校 と関係機関の 連携促進 （警

察へ の 早期相談 ・通報の 周知徹底 や 「生徒指導推 進協力員」（警察官OB等）の

配置拡充 に よ る警察 との 連携強化 、 サポ ー トチ
ー ム の 活 用促進）等で あ る。 当

該取組方針 は 、 従前の 対策 と重複する部分も多い が、 国の 関与を見直 し機構改

革 ・体制強化を図 っ た点 、 「い じめ問題 ア ドバ イザ
ー
」 （弁護士 、 精神科医、 元

警察官 、 大学教授等）や 「い じめ 問題等支援チ
ー ム 」 （外 部専 門家 か ら構成 ）

の 配置 、 SC ・SSW の 活用 、 関係機 関 （警察、 児童相 談 所 、 民生 ・児童 委 員 、

民 間団体等） との 連携 など 、 外部 リ ソ ー ス の 積極活用 を謳 っ た点が特徴で あっ
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た
。

　な お 、 文科省は 、 平成24年度以降も立 て 続 けに 通知を発出 して い る。 具体的

に は、 夏期休業前後 の 児童生徒の 人間関係の 変化の 兆候 を見逃す こ とな く、 家

庭 ・関係機関等 との 連携 を図 る方針 を示 し た 通知 （1） （平成24年 9 月 4 日）、

警察庁生活安全局 との 調整 を経 て 、 刑罰法規に抵触する い じめ行為に対 し て 警

察 と共 に対応 し て い く方針 を示 した 通知 （J）（平成24年11月 2 日）
〔’°｝

、 重大事

態発生 時の 捜査 ・補導等の 積極的措置 を記 し た通知 （L）（平成25年 1 月24日）
（11）

、

犯 罪行 為 に 該 当す るい じめ に対 して 早期 に警察 に相談 ・通報す る こ とや学校
・

警察間の 連携体制 を構築す る こ との 重要性 を喚起 した通知 （M ）（平成 25年 5

月16日）
（12）

な どで ある 。 こ こ か らは 、 警察 との 連携強化を通 じて 、 加害者対応

を行 お う とす る文科省 の 姿勢 を看取で き よ う
（13）

。

　さて 、 厂学校や 教育 委員会 に お けるい じめ の 兆候 の 把握 や対応 が不適切で あ

っ た もの も見 られる」 との 課題意識か ら文科省が実施 した 「い じめ の 問題に 関

す る児童生徒 の 実態 把握並 び に教育委員会及び学校の 取組状況 に係 る緊急 調

査」の 結果 が 、平成 24年11月22日に公 表 されて い る （調査時期 ： 8 月 1 日〜 9

月22日）。 認知 件数 は、 2012年 4 月か らの 半 年 間 で 14万4
，
054件 と 、 前年度 1

年間 （7 万231件）の 2 倍 を超 え 、 児童 生徒 千 人 当た りの 認知件 数 は 10．4件

（前年度5．0件）で あ っ た 。 こ れ に よ り、 認知件 数 は平成 22年 を除き概ね減 少傾

向 に ある との 従前の 理解 は一 面 的で あ っ た こ とが 改 め て 明 らか とな っ た わ けで

ある 。
こ れを受けて 、 文科省は 、平成24年11月27日に 通知 （K）を発 出 、 学校

評価 や 教員評価の 際 に は 、 い じめ の 有無や 多寡の み を評価す るの で は な く、 評

価 項 目 ・観点に平 時の 児童生徒理解 、 未然防止や早期発見、 い じめ発生時の 迅

速 ・適切 な対応 、 組織 的な取組等 を据 え 、 毅 然 と し た対応 と粘 り強い 指導を前

提 と した 学校 ・教委の 取組 を充実 させ て い く必要性 を喚起 し た
。 広 く知 られ て

い る よ うに 、   当該数値 は あ くまで 回答者の 「主観 的」認知 数で あ り、 必ずし

も実態 を反映 して い ない こ と 、   い じめ か否か の 判 断基準は示 されて い る もの

の 、 市町村や 都道府県間の 回答結果にバ ラつ きが あ り、 件数把握の 方 法 自体 に

大 きな開きが ある こ と等 、 結果の 評価 に は注意 が必要で あ る。 特 に合 計認知 件

数に は統計的に それほ ど大 きな意 味が な く、 い じ め件数 を 「客観的」 に把握 す

る 自体 不可 能に近い こ と は改 めて 確認 されて よい
（14）

。 他方で 、 当該調 査結 果

は 、 い じめ対策の 「立法化」の 支持調達 ・世論喚起 の 機能を果たす こ ととな っ

た 。
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2． 政策形成段階

　（1 ）政党による政 策競争

　各政党は衆議院議員総選 挙前か らい じめ 対策を 「立法」 とい う政 策手段 を通

じて 行 っ て い く旨を表明 して お り、 自民党、 民主党、 国民新党 な ど は選挙公約

に も盛 り込ん で い た
 

。 また い じめ 対策 の あ り方 は 、 教委制 度改革 に 対す る

各 党の 見 解 と シ ン ク ロ す る部 分 も少 な くな か っ た た め
｛16）

、 い じ め対策法 は

「政治性の 強い 法制化」
（17） の プ ロ セ ス を踏む と予想 されて い た 。

　例 え ば 、 民 主党 は 、 平成24年の 夏以降、 「子 どもの 命を守 るプ ロ ジ ェ ク トチ

ー ム 」（座 長 ： 平野博文）が 中心 となっ て 「い じめ対策推 進法案」の 検討 を行

っ て い た 。 法案に は 、   国 レ ベ ル で 「い じめ対策基本計画」を策定する、   全

教委 ・公立 学校に 、 「い じめ対策 計画」の 策定 と 、 通報窓 口 と して の 機能 を果

た す 「い じめ対策委員会」 （教員 、 保護者 、 弁護士 、 医師、 警察OB 、 人権擁護

委員 な どの 専門家 らで 構成 ）の 常設 を義務づ け る、   （重大 事態 発生 時 の） い

じめ 対策特別委員会の 設置 や （被害 者や保護者の 要望 に基づ い て ）第三 者調査

委員会の 設置 を義務づ け る、   隠蔽 防止 の た め 、 教委か ら法 務局 へ の 事後報告

を原則義務づ け る等の 内容 を盛 り込 ん で い た
（18）

。 また 、 国民新党 も、   い じ

め 防止 指針の 策定 （国 に 対 して は義務化、 地方 自治体 に対 して は努力義務化）、

  法務 局内へ の 「い じめ相談 支援セ ン タ ー」 （相談受付 、 被害者支援 加害者

指導 、 関係機関との 連絡調整等の 役割）の 設置義務付 け等 を盛 り込む法案 を作

成 して お り、 民主党 との 共同提 出を模索 して い た 。

　他方、 共産党は 、 「い じめ対応の 基本原則 」 と して 安全 配慮 義務 の 確 立 を軸

に据 えた 提言 「『い じ め』の ない 学校 と社会 を」 （平成 24年11月28日） を発表 し

て お り
（’9）

、 い じめ被害 者 団体 との 連携 を図 る 「い じめ 防止 セ ン タ
ー
」 （医師 ・

心理 ・法律 ・教育
・社会保 障関係の 専門家 らで 構成）の 新設 と、 児童相談所 等

の 拡充 を提案 して い た 。 他 方 、 厳罰主義に基づ く法制化に は反対の 姿勢 を表明

して い た 。

　こ れ に 対 して 、 自民党 は 、 教育再生実行本部 （本部長 ：下村博文）の 「い じ

め 問題対策分科会」 （座長 ：馳浩）が 中心 とな っ て 、 法制化の 検討 を行 っ て い

た 。 そこ で は 、 即自的対応策 （教育 的指導の 可能ない じめ と刑法犯 に相 当す る

犯罪 の 峻別 、 道徳教育の 徹底 、 出席停止 処分 な ど） と共 に、 「い じめ 防止 対策

基本法」の 制定を謳 っ て お り、 法案 に は  全都道府 県 ・区市町村 に 対す る 「い

じ め 防止 条例」の 制定義務付 け 、   「い じめ対 策 ア ドバ イザ ー」の 委嘱 と学校
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派遣 、   「学校内調査委員会」 と 「第三 者調査 委員会」（自治体内） の 設置

（重大事態発生後 3 日以内）、   い じ め対策に取 り組 む 自治体へ の 国の財政支援、

等を盛 り込む こ とを表明 して い た
（2°）

。

　以後 、 各政党は超党派に よる議員立法 で の 法案提出も視野に入 れな が ら政党

間調整 を行い 、 総選挙後の 国会開会 と法制定へ の 機運が 高まるの を見計 らっ て

い た 。

　（2 ）第二 次安倍政権下 の政策対応 ：教育再生実行会議の 提言

　平成24年末 の 第46回衆議院議員総選挙の 結果 、 野党第一 党 の 自民党は単独で

絶対安定 多数の 議 席 を確保 し 、 再び政 権交代 が実 現 した 。 第二 次安倍政権 は 、

平成 25年 1 月15日の 閣議決 定 に よ り教育再 生 実 行会議 （座長 ：鎌 田 薫 ） を新

設 し
（21）

、 3 回の 議論 （1 月24日、2 月15日 、 2 月26日） を経て 、 平成 25年 2 月

26日に第
一

次提言 「い じめ問題等へ の 対応 につ い て 」を発表 して い る 。 提言の

骨子 は 、 次の 5 点で あ る 。 すな わち 、   道徳教育の 充実 （道徳の 教科化の 検討 、

シ チ ズ ン シ ッ プ教育
・法教育の 重視 、 家庭教育の 重視等）、   社 会総 が か りで

い じめ に対峙 して い くための 基本的 な理念や 体制を整備する法律の 制定、   関

係者 （学校 ・家庭 ・地域 、 警察な ど）の 責任体制の 構築 （い じめ の 発見 と通報

制度 の 明確化 、 コ ミ ュ ニ テ ィ
・ス ク ール の 導入 等）、   被害 者保 護 と加害者指

導 （学校へ の 通報制度 の 整備 と重大事態時に お け る第三 者機関の 活用 、 被害者

の ケ ア 、 出席停 止措置 な ど加害者へ の 指導体 制 の 整備等）、   体罰禁止 の 徹底

と部活動 指導の ガ イ ドラ イ ン の 策定 （懲戒 と体罰 の 区別 の 明確化等）で あ る 。

なお 、   で は 、
い じめの 定義の 明確化、 大人の 責務の 明記 、 い じめ対応 に関す

る基本理念 の 共有、相談 ・連携体制の 構築、 い じめ の 通報 、 被害者支援 、 加害

者支援等の 対応方法等 を規定する 旨が記載 されて い た 。

　実行会議の 審議の 場 で は 、 児童虐待防止 法の 通告義務規定 （第 6 条）の 援用 、

通告窓 口 と して の 第三 者機関の 設置 、 専門職 （SC 、
　 SSW ）の 常設 （貝 ノ瀬委

員）、 い じ め と犯罪行為 との 相違点の 検討 、 出席停止 の 活用 （河野委員）な ど 、

い じめ に 対す る基本 的理解 の 確認 や対応方法 に 関す る見解 が配布資料等で も披

露 され た が （第 1 回会議議事録）、 従来の い じ め対策 の 政策評価 が どの 程度行

われ た の か は 不明で ある
（22〕

。 既存政策か らの 教訓導出な くして 政策革新は生

じ得 な い はずだが 、 現在重視 され て い る 厂政策価値」 は 、 民 主党政権時に注 目

され た審議機 関に お け る 「熟議」 （deliberation＞の 質や 「根拠 （証拠） に基づ
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く」 （evidence −based）政策形成 か ら、 政 策決 定の 「迅速性」 （swiftness ）へ と極

端に 重心 が移行 して い る感がある 。

　さて 、 第 1 回会議の 席上 で 、 遠藤利明自民党議員及び富田義之公 明党議員か

らい じめ対 策法の 法律制定を議員立法に よ り早期に 図る旨が示 されて い た こ と

（第 1 回議事録18頁）、 第 2 回会議の 席上で 、 遠藤 議員 か ら 自民党 内の 法案作

成の 状況報告が な され 、 超党派で の 法案提出を前提 と して い る 旨が述 べ られ て

い た こ と （第 2 回議事 録17頁）、 さ らに 、 有識者に よる審議 で も法 制定 の 是非

は論点 と して 提 起 され な か っ た ばか りか 自明視 されて い た こ と （鈴木委員の 発

言 、 第 2 回議事 録1415 頁 な ど）か ら判断す る に 、 実行会議の 審議の 如何 に 関

わ らず、 い じめ対策の 立法化は 「規定路線」で あ っ た と言 い 得 る。 事実 、 第 2

回会議 の 席上 で 、 安倍総理 は 、 「与党に お い て い じめ防止対策 基本法の よ うな

もの を策定 して い くとい うこ と を既 に 決め て 」い る との 発言 を行 っ て い る （第

2 回議事録22頁）。 さ らに 、 下村文相 も 「今国会で い じめ 防止 の た め の 法制化

を必ず成 し遂げる こ とに よ っ て 、 国が法律 を定 め る、 その こ とに よっ て し っ か

りと した 対応をす る」 と発言 して い る （第 2 回 議事録24頁）。 従 っ て 、 法案の

原案は上記提言 を受 けて 準備 され た の で は な く、党内で 同時並行 的に （実質的

に は先行 して ）検討
・
準備 されて い た とみ て よ い 。 い じめ対策 に は ス ピー デ ィ

な対応 が要請 され る こ とは 間違い ない
。 と はい え 、 後世 に おい て 法制定の 根拠

に 据 え られ る こ との 多い 提言の 審議回数が実 質 2 回で は 、 同会議 が志向す る

「集中的か つ 迅速」（下村文相の 発言、 第 1 回議事録 3 頁）な審議 と言 えて も、

その 提言内容が 「後世 の 検証 に耐 え得 る」（鎌田座 長 の 発言 、 第 1 回議事録 4

頁）もの と言い 得るか 疑問 な しとしない
。

　（3 ）諸外国の政策対応

　い じめ現象 はそ の 国の 文化 に根 ざした もの で あ るが、 諸外 国は い か な る対策

を講 じて き た （い る）の か
 

。
い じめ対策 と して は 、 80年代 に国 を挙 げて い

じめ 対策を行 い 、 ダ ン ・オ ル ウ ェ
ー ズ が 中心 とな っ て い じめ 防止 プ ロ グ ラ ム を

構築 した ノル ウ ェ
ー

、 傍観 者 の 行動が後の い じめ の 展開を規定す る との 前提 に

立 ち、 い じ め が生 じた場合の 対処方法等を盛 り込んだ 「キバ ・プ ロ グ ラ ム」 を

作成 したフ ィ ン ラ ン ド、 公益法人に よ っ て 結成 された 「反い じめ 連合」に よ っ

て継続的な啓蒙活動 を展開 して い る イギ リス の 事例が 有名だ が 、 先行事例の 知

見や 教訓は 、 政策知識 と して パ ッ ケ ー ジ化 ・相 互参照 され 、 米国、 カ ナ ダ、 ド
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イツ 、 オ ラ ン ダな ど、 世界各国に 政策波及 して い っ た 。

　例 えば 、 米国で は 、 ほ ぼ全 て の 州で 厂反い じめ法」が制定 され 、 未制 定州で

も何 らか の 政策は打 ち出 されて い る
（24）

。 厂い じめ 法政策」 （Bullying　Laws　and

Policies）や 「反い じめ法」（Anti−Bullying　Act）は 、 教育 政策の観点の み な ら

ず、 教育実践 上 も衆 目を集め て い るが 、 法制定 を後押 し した 要因の 1 つ にい じ

め 被害者団体 に よる法制定運動の 展 開が挙げられる 。 特 に 上級生 の 執拗な い じ

め を理 由 と して 女子高校生 が 自殺 した事件 を契機 と して 政 治主導 に よ り4 カ 月

とい う短 期 間で 法制定 を実現 させ た マ サ チ ュ
ーセ ッ ツ州 で は 、 教職員の 報告義

務 、 管 理者の 調査 義務 、 保護者 に対す る報告義務 、 教員研修の 実施規定等を設

けた包括的ない じめ対策法案 が制定 され 、 改革姿勢は教育課程上 に も明確に反

映 ・具体 化 され て い る 。 ま た 、
ニ ュ

ー
ヨ ー ク 州 で は 「ネ ッ トい じめ」 に 特化 し

た法律を制定 して い る 。 ネ ッ トい じめ は 、 従来型の い じめに 対 して 、   加害 者

の 匿名性 、   加害者の 属性の 多様性 、   閲覧者 ・閲覧場所 ・
閲覧時間の 無制 限

性 な どの 特徴が ある が
 

、 どの 程度 の 責任 ・義務 （ネ ッ トい じめ発見 時 の 報

告義務 な ど）を法 で 規定すべ きか 、 各州 の 法制定議論に も少なか らず影響を与

えて い る 。

　こ の 他 、 韓国で もい じめ 関連事件は 多発 して お り、 4 ヶ 月間の 間に 計 9 人 の

中高生 が 自殺する な ど深 刻 さが 伺 え る
 

。 特 に 、 近年で は暴力に よ るい じめ

の み な らず 、 SNS の グ ル ープ チ ャ ッ トを用い た い じ めが 横行 して お り、 政府は

2004年 7 月に 厂学校暴力予 防及び 対 策 に 関す る法 律」 を制定 して い る 。 同法

に は 、 被害者の 申告 と第三者の 告発の 奨励 、 学校暴力対策企画委 員会 （政府 レ

ベ ル ）・学校暴力対 策地域委員会 （市 ・道 の 教育庁 レ ベ ル ）・学校暴力対策 自治

委員会 （学校 レ ベ ル ）の 設置、 予防教育の 実施 、 被害者措置 （心理相談 ・助言 、

一
時保護 、 治療の た め の 療養 、 ク ラ ス 替 え、 転校の 勧告等）、 加 害者措置 （被

害者へ の 書面謝罪 、 接触 ・脅迫の 禁止 、 ク ラ ス 替 え 、 転校 、 学校 ・社会で の ボ

ラ ン テ ィ ア 、 学校 内外の 専門家 に よ る特別教育履修及 び心理 治療 、 出席停止 、

退 学処 分 等）、 校 長 の 義務等 に 関す る規 定 が あ り 、 網羅性 が 高い
。 とは い え、

法規定 の 網羅性 ・包 括性 は政策効果 を保証 しな い 。 事実 、 韓国で は 、 政策効果

に疑義 が呈 され 、 同法改正 （定 義の 拡大 、 加害者へ の 厳罰化 等）が繰 り返 され

て い る点に着 目された い 。 並行 して 百万人規模の 「い じ め防止特別措置法」の

制定請願運動 も展開 され、 政府 は対応 に追 われ て い る とい う。

　以上 、 諸外 国の 政 策動向か らは 、   教育 プロ グ ラ ム の 作成 、   義務規定 （指
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針 ・計画の 策定、対応 組織の 設置 、 通報 ・報告）

対応 方策 を看取 で きよ う。

を含 む法制化 、 とい う 2 つ の

3． 政策決定段 階

　（1 ）法案作成過程

　法 案作成段階で 叩 き台 と され た の は、 政権与党に よる 「い じめ防止 対策基本

法案」の 骨子案で あ っ た （27）
。 骨子 案は 、 当初 5 つ の カ テ ゴ リ

ー
（総則 、

い じ

め 防止 基本方針等 、 い じ めの 防止 に 関する 措置 、重大事案へ の 対処 、 施行期 日）

か ら構成 されて い た 。 以下 、最終的な法案 と関わ る部分 を取 り上 げて お く 。

　第 1 に、 「総則」部分 で は 、 目的、 定 義 、 基本理念 、 い じ め の 禁止 、 国 及び

地方公共団体 の 責務 、学校及び学校 の 教職 員の 責務 、 学校の 設置者の 責務 、 保

護者の 役割が規定 されて い た 。 特に 、 関係主体の 責務 に 関 して は 、 学校関係者

に 対 して は全 て の 教育活 動 を通 じた道徳教育及び体験活動の 充実 が 、 子の 身上

監護権 を有 し、監護義 務 を負 う親権者で ある保護者に 関 して は、   「子の 教育

に つ い て 第
一

義的責任 を有す る」た め規範意識 を養 うため の 指導等 を実施す る

こ と 、   い じ め を受けた際 に適切 に保護す る こ と、   国、地方 公共団体及び学

校 に よるい じ め防止対 策 に協力する よ う努め る こ とと記載 されて い た 。 第 2 に 、

「い じめ 防止基 本方針等」部分で は 、 中央 ・地方 レ ベ ル の 基本方 針策定 の ほ か 、

「い じめ 問題対策連絡協議会」 （学校 ・教委 ・児童相 談所 ・法務局 ・警察 ・い じ

め 防止 団体 等か ら構成）の 設置 とあ り、 地方 レ ベ ル の 方針策定は努力義務 、 条

例制 定を要す る協 議会 は任意設 置 と され て い た 。 第 3 に 、 「い じめ の 防止 に 関

す る措 置」部分で は、 相談体制整備の
一 環 と して の 「道徳教育の 充実」の ほ か、

  懲戒 （学教法11条）と出席停止 （学 教法35条 1 項）の 適切 な運用等 が 記載

されて い た 。

　さて 、 上 記骨子案を前提 と した場合 、 法案審議 を前 に 少 な く と も次 の よ うな

論点が想定 された 。 第 1 は 、 法的義務の 主体 ・内容 と罰則の 有無で ある 。 義務

主体 （学校 ・教委 ・警察 ・保 護者 ・市民 な ど） と義務内容 （通報 ・調査 ・報告 、

方針策定 、 条例制定、 第三 者機関設置 の 義 務化の 是非 な ど）、 罰則規定 の 有 無

な どは 「厳罰主義」 との 関係で論点とな り得た 。 第 2 は 、 隣接関連法 との 関係

で あ る。 米国 で は い じめ対策 の 検討 と並 行 して 刑法規定の 見直 し も行 い 、 い じ

め行為 （ネ ッ トい じ め も含 む） を刑法 上に 位置づ け る州 も少な くない
〔28＞

。
こ

の 他、 少年法や 児童 虐待防止法 との 関係 、
い わゆ る 「二 重処罰問題」等 の 対応、
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法執行機関や刑事司法の 役割の 在り方が理論的に も実践的に も明確化される こ

とが 期待された 。

　（2 ）法案審議過程

　下村文相は記者会見等の 場で 「議員立法」で 法制定を進めて い く旨を表明 し

て い た （29）
。 法案 を提出権者別 に み た場合、 内閣提出法案 （政府立 法） と 議員

提出立 法 （議員立法） に大別可能で あ るが 、 3 つ の 制度的特徴 （議 院内閣制、

二 院鋼、 国民代表制） を有する 日本の 議会 にお い て は、 政府立法は メ イ ンル
ー

ト、 議員立法はバ イル ー トと捉 え られる こ とが 多い
C3°）

。 とは い え 、 国会で 議決

され法律 となれ ば 、 政府立 法で あれ議員立法 で あれ解釈 L問題 とな らない
（31）

。

　 議員立 法 が 原則 と され る もの を内容別 に 分類すれ ば 、   国会 の 構成 ・機 能 ・

活動 に関す る法案、   国会議員の 資格 ・選出等に関す る法案、   行政府の 行動

の 規律 を 鬯的とする法案 、   祷定分野の基本法、   市晟立法 、   政府か らの 依

頼法案 、   内閣提出法案に対する野党の 対案 、   選挙区へ の お土産法案 、   そ

の他 （迅速性 、 必要性 が高い もの ） な どに 、 提出形式別で は 、   国会自律型 、

  政策実施型 （圧力団体型 ：与党 ・与野党 ・超党派、 問題 期 芯型 ：超党派 、 議

員個 人型 ：超 党派、 与党政治主導型 ； 与党 、 与野 党政 策競合型 ：与党 ・野 党 、

政策表 明先取型 ：野 党、 政策表明対案型 ：野党）、   政府依頼型 （政府依頼立

法）な どに分類可 能で あ る
（32）

。
い じめ 対策法に 関 して 政府依頼が あ っ た か は

不明だが 、 結果 と して 迅速性 を要す る 「超 党派問題即 猶型の 議員立法」 と して

位置づ けるこ とがで きよ う。

　 さて、 法案提出 ・可決 まで の プ ロ セ ス は次の 通 りで あっ た。 まず 、 民主党の

機関決定 （平成25年 2 月12日）を経て 、 4 月11日に は三 党 （民主党 ・新緑風会 、

生活 の党 、 社会民主党 ・護憲連合）に よる 「い じめ対 策推進基本法案」（第183

回国会参 法第 2 号 〉が 参 議院に提 出 され、 続 く 5 月16日に は 、 与党 （自民党、

公 明党）に よ る 「い じめ 防止等 の た め の 対 策の 推 進 に関する法律案」（第183回

国会衆法 第12母） が衆議 院に提出 されて い る
（33）

。 そ の 後、 法案の
一

本化に 向

けた与野党実務者協議 が 5 月17日以 降に 8 回行われた 結果 、 6 月18日に三党案

及び与党案が撤回 され、 同日に 6党 （自民党 、 民主党 ・無所属 ク ラ ブ 、 E本維

新の 会 、 公 明党 、 み ん なの 党 、 生活の 党）共同に よる法案 （提出者 ：馳浩議員

他13名）が衆議院に提出 、 6 月19日 ・20日に 衆議院 （文 部科 学委員会 、 本会議）、

同月20日 ・21日に 参議院 （文教科学委員会、本会議）に て審議 ・可決 され るに
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至 っ て い る 。

　で は 、 当初 「与野党折衷案の 協議難航」
C34）

と報 じ られて い た 法案 は 、 その 後

どの よ うに一 本化 され審議 され たの か （35）
。 6 章 ・35条か らなる同法は 、   「総

則 （1 条・・10条）」（目的 、 い じめ の 定義 、 基本理念 、 い じ め の 禁止）、   「い じ

め 防止 基 本方針等 （11条一14条）」 （い じめ防止基本方針 、 地方 い じめ 防止 基本

方針、 学校い じめ防止基本方針 、 い じめ悶題対策連絡協議会）、   「基本的施

策 （15条一21条＞」（い じめ の 防止 、 早期発見）、   「い じめ の 防止等に関する措

置 （22条一・27条）」 （学校 に お け るい じめ の 防止 等 の 対 策の た め の 組織 、
い じめ

に 対 す る措置 、 懲 戒 ・出席停 止 制度 の 適切 な運用 ）、   「重大事 態 へ の 対処

（28条一32条）」（調査 の 実施 、 情報提供、 再調査）、   厂雑則 （34条 ・35条）」

（学校評衢に お ける留意 事項〉、   「附則」 とい う構成 に な っ て い る 。 以下 で は、

主要な論点を概観する 。

　第 1 に 、 「い じめの 定義」（2 条 1 項） と関わ っ て 、 与野党協議 の 議論が 明

らか に されて い る 。 すなわち 、   協議で は 、 厳密な客観性 を重視する定義 を置

くべ き か 否か 、 心理 的 ・物理的な 厂影響を与 え る行為」（与党案）と 厂攻撃す

る行為」 （三 党案）の い ずれ にすべ きか が 論点 とな っ た こ と
（36〕

、   与党協議段

階か ら被害者 目線 を重視 し広範な定義 を置くべ き と主張 して い た公明党の 考 え

を反映 し た与党案 の 定義 が最終的に法文化 された こ と 、   加 害者 の 意図 は定義

上の 要件とは な らず、 被害者の 主観的 ・客観的要素 を総合的 に判 断する形 を と

っ た こ とが報告 されて い る
 

。

　第 2 に 、 f保 護者の 責務等」〈9 条）の 規定 に対 して 、   学校 と保 護者の 間

で の 責任の 押 し付け合 い 、   家庭教育 へ の 法律介入 に対す る危惧が示 され た 。

こ れ に対 して 、   規範意識 を養 う指導責務 を規定 した与党案に対 して 、 三 党か

ら削除 ・修正要望 が あ っ た こ と、   教基法10条 2項や第164回国会の 小坂憲次

文飆 の 答弁
（38）

との 関係が論点 とな っ たが、 同規定は 教基法10条 2 項の 範囲内

で 保護者 責務 を規定 した f確認規定」で あ り教基法に抵触 しない こ と 、 家庭教

育 の 内容 を具体 的 に規定 した もの で は な く家庭教育 の 自主性 は尊重 されて い る

こ とが 確認 されて い る こ と 、   結果 と して 、 努力義務 と して規定 し （「必 要な

指導を行 うよ う努め る」）、 か つ 、 公明党の主 張に よ り 「家庭教育の 自主性が 尊

重 され るべ きこ とに変更 を加える もの 」で は ない こ とが 4 項 に挿入 された こ と

が 明 らか に され て い る
｛39｝

。 なお 、 本条 は 、 伝統的な家族観 を前提 と しなが ら

家族 に 対す る国家関与の 余地 を積極的に捉 える与党 と、 家族の 多様性に対す る
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寛容 さ を前提 と しな が ら国家関与 を抑 制的 に捉 える野党 とで 見解の相違が顕著

とな っ た論点で あ り、 こ の 種 の 構図は今後の 家庭政策 、 子供政 策 、 憲法改正 に

至 るまで 、 課題 とな り続ける こ とが示 唆 されて い た （‘°）
。

　第 3 に 、 「学校に おけ るい じめの 防止」（15条）の 規定 に対 して 、   道徳教育

の 重要性の 過度 の 強調 、   子 ど もの 人間関係に起因す るい じめ を防止 する ため

に道徳教育を中心 に 据 える こ とは逆効果に な る との 疑義が呈 された の に対 して 、

  道徳教育の 有効性 は否定 しない が 、
い じめ防止は 1 つ の 対策 （道徳教育 など）

で 足 りるの で は な く、体験活動や生徒会活動 、 い じ めパ トロ ール な ど 、 様 々 な

対策 を行 うこ とが必要 とな る こ と、   盾操教育 、 道徳教育、 対人交流能力の 育

成 等 に優先順位 や優 劣関係 は ない ことが述べ られた
（41）

。

　第 4 に 、 厂学校 に お け るい じめ の 防止等の 対策の ため の 組織」 （22条） と関 わ

っ て 、 各学校に設置義務が課 され たい じめ 防止対策組織の 機能 と と もに 、 教員

の 負担増や多忙化 、 小規模校や人口規模の 小 さい 自治体で の 課 題 が 問われ た 。

こ れ に対 して 、   中核組織の 常設 に よっ て 複数教員 に よる組織的対応が 可能 と

な り 、 隠蔽防止 や 客観性 ・永続性 ・説得性 の 確保 に寄与す る こ と、   組織 が

「中二 階的」に な る こ と を防 ぐた め に 、 「協 議会」で はな く 「組織」 と規定 し 、

実情 に応 じた 組織 の あ り方 （既 存 の 組織体制の 活用 な ど）を各学校で 検討 して

も ら う設計 と し た こ と 、   組織 の 構成員 と して 外部性 ・第三 者性 ・
専門性 を兼

ね 備 え た SC を例 示規 定 した こ とで 、 「生 徒指導の 下請 （機 関）」 化 を防 ぎ、 学

校内の 連携 ・情報共有 を促 す こ と を企 図 して い る 旨が 述 べ られ た
｛42）

。 な お 、

同組織は 、 米国や英国の 取 り組み を参照 した三 党案 の 「学校い じめ対策委員会」

を具体化 した もの で あ り、 与野党協議で 「委 員会」 を 「組織」 と変更 した こ と

が 明 らか に され て い る
｛43）

。

　第 5 に 、 学 教法 11条に 基 づ く懲 戒 （25条）、 出席停 止 制度 の 適切 な運用 等

（26条）の 重 複規 定 に 対 して 厳罰主義 へ の 懸念が 示 され た 。 席上 、   懲戒や 出

席停止 の 適用躊躇に よ っ て 深刻 化 し た い じめ もあ っ た とい う状況認識か ら与党

案 を残す形で 重複規定 を置 い た が 、 学教法以上 の厳罰 の 意 図 は ない こ と、   与

党協議で も厳罰化 の 指摘 は あ っ た が 、 与党協議で 公 明党 が主張 し た 「学習環 境

の 整備義務」規定 （第23条第 4 項 、 加害者へ の 継続 指導 と必要に応 じた教室外

学習 の 実施）を法文化 して い るた め 、 厳罰主義 の 指摘は 当た らな い こ とが与党

内で 合意 されて い る旨が述べ られた 。 な お、 今次の 立法 は い じめ対策に関す る

あ らゆる政策を盛 り込んだ総合的な法律で ある た め 、 与野党協議の 場 で 重複 規
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定 は 「技術 的な立 法方針に よ る もの 」 で ある との 確認 が な された こ と も報告 さ

れて い る
（44＞

。

　こ の他、 担任 教 員 ・養護 教諭 ・SC 等 の 連携 を通 じて 、 学校全体 で 組織的に

対応す る こ とが体制整備 と して 重要で あ る こ と 、 与党協議の 場で 公明党 が主張

し た養護教諭の 意義 と教員の 資質向上 （教員養成 ・研修の 充実）の 必要性 が 18

条に法 文化 されて い るこ と 、 「い じめ に対す る措置」 （23条） と して の 「通 報」

は適切な措置の例示 で あ り、 学校へ の 通報義務を
一

律 に 課 し た もの で は ない こ

と等の 答弁が行われ た 。

　こ う して 、 い じ め 防止 対策推進法 は、 第183回国会 （常 会）に平成25年法律

第71号 と して 成 立 ・公布 して い る 。 谷勝 宏 は、 議 員立 法 の 機 能 と して 、   対

案 ・代替案提示機能、   審 議 ・争点 明示機 能 、   議題設定機能 、   実質的影響

力機能、   超 党派立 法機 能 の 5 つ を析 出 して い るが
（45）

、 審議未 了 を避 ける た

め与野党協議 が予 め行 われた い じ め対策法の 審議は 、 会期末直 前で ス ピ ー ド審

議 （衆参合計約4時間）が 断行 され た こ と もあ り、 与党 協議及 び与野党協議の

内容報告に終始 した感が否め な い
。

4． 政策実施段階

　（1 ）中央政府 レベ ル ： い じめ防止基本方針策定協議会の議論

　同法 は公 布 （6 月28日）か ら施行 （9 月28日） まで の 期間と し て 3 か 月が

確保 され て い た が （附則）、 その 間取 り組 まれ たの が 、 同法 11条 に 基づ い て 義

務 づ け られ た 「い じめ 防止基本 方針」 （以下、 国の 基本方 針）の 策定で あっ た 。

「『法』 の 解釈
・運 用 に つ い て の 『解説版』」

（46） と して 機 能 し得 る国の 基本方針

は 、 「国と地方公共団体 ・学校 との 連携 の 骨幹 とな」り （「い じめ 防止等の た め

の 基本的な方針」）、 地方 レ ベ ル の い じめ対策の 方向性 を規定 す る機 能を果 たす

こ とに な る 。 そ こ で 、 平成25年 8 月 7 日に初等中等教育局長決 定 で 児童生徒

課 に 設置 され た の が 、
い じめ 防止基本 方針策定協議会 （以下、 協議会）で あ る 。

協議会 （座長 ：森田洋司）は 、 14名の 協力者 か ら構成 され、   地方 レベ ル の 基

本方針策定時の 参考事項、   法律運用時の 参考事項に関 して 、 計 7 回の 協議が

行われ た 。 当該作業は 「同法 の 死命 を制す る もの 」
〔47）

と評 され るほ ど、 地方政

府 や 教育現場 に と っ て の 重 要度 は高か っ た 。 以下、論点 を概括す る。

　第 1 は 、 い じめ対策の 観点 に 関 し て で ある 。 席上、 い じめ対 策 と して 「予防」

と 「対応」の い ずれ を議論すべ きか が論点 とな り、 予防を重視 した対策の 在 り
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方を議論すべ きで あるとの 見解 と、 どの よ うな制度的枠組みで 被害者 を支援す

るか を検討すべ きで あ る との 見解 が あ っ た
。 最終的に は 、 「予 防」 と 「対応 」

を厳密に分 け る こ とは 困難 で ある こ と、逸脱性の 判定 は 困難で あ る とい う前提

を置 きな が ら実践や 組織の あ り方 を検討する必要が あ る こ とが共有 された （第

1 回議事要旨）。

　第 2 は 、 い じめ対策を担 う組織 と機能に 関す る議論 で あ る 。 第 1 に 、 必 置

義務 とされ た学校の 「組織」 （22条）に 関 し て 、 い じめ に特化 した 第三 者組織

を原則設置する こ と を記載すべ きで ある との 意見が 出たの に対 し （第 2 回議事

要旨）、 教育現場の 多忙感を意識 して か既 に実績の あ る組織は認め て い くべ き

で あ る との 発言 もあ っ た （第 3 回議事要旨）。 これ につ い て は 、 既 存組織 （生

徒 指導部 な ど） だ け で 事足 りる との 安 易な理 解 を避 け る た め に 、 い か な る機能

を担 う組 織 か 明確化す る必要が あ る旨が 共有 された （第 4 回、 第 5 回 議事要

旨）。 第 2 に 、 任意設置で あ る教 委に お け る附属機 関 （14条 3 項）も積極的に

設置す る こ と を記載すべ き とす る意見が 出 され た （第 2 回議事要旨）。 第 3 に 、

重大事態時 に 設置 され る調査組織の 構成員 は 、 専門性 に根付い た公 平性 ・中立

性の 観点か ら選 定す る必要が ある こ とが確認 された 他 （第 5 回 、 第 6 回議事

要旨）、 都道府県知事に よる再調査 （31条 2 項）の 範囲の 検討 も行われた （第

3 回議事要旨）。 その 他、 校務分掌上 に 「い じめ防止推進委員」等の カ テ ゴ リ

ー を設 け る こ と （第 1 回議事要 旨）、 生 徒 指導担 当教員 を常駐 させ る シ ス テ ム

を作 る こ と （第 2 回議 事要旨）、普及啓発協議会 を頻繁開催 し、 教職員の 意識

を高め る こ と （第 3 回議事要旨）等の 提案が な され た 。

　第 3 は 、 教職員研修 に 関す る論点 で あ る。 席上 、 過去 の い じめ事件の 知 見 を

有効活用する方法や ク ラス の 集 団作 り ・仲間づ く りの 技法 を学 ぶ機会を確保す

る こ との 他 （第 1 回議事 要旨）、 個 々 の 教員 の 資質能力の 向上 と共 に 、 学校

内 ・学校間の 教職 員の 組織力構築の 重 要性が 確認 され た （第 1 回、 第 2 回議

事要旨）。

　第 4 は 、 関係主 体 との 連携に 関す る論点で あ る 。 席上、 地域行事等の 酒用

（第 1 回議事要旨）、 学校基本方 針策定へ の 保護者 や 地域 の 参画、基本方針の原

則公 開 （HP や 学校便 り等）等 の 意 見が寄せ られた （第 3 回 、 第 4 回議事要旨）。

また 、 専門家の 人選 に 際 して は、全 国規模の 職能 団体 （日本弁護士 連合会 、 日

本医師会な ど） と連携 した 支援体制 を国が 整え対応 すべ きとの 見解が表 され た

（第 2 回議事要旨）。
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　第 5 に 、 教育実践に 関 して は 、幼児期 か らの 道徳教育 、 情 報モ ラ ル 教育の 充

実 の 他 、 子 ども自身に よ る克服 が何 よ り重要で あ り、 特別活動 （児童会 ・生徒

会 など） の 活 用 を通 じ て 、 自分 た ちの 問題 と して い じめ を考 える機会を設 ける

べ き との 考 え に賛同する見解が相次い だ （第 1 回議事要旨）。

　なお 、 席上 、 努力義務で あ る教育振興基 本計画 の 策定 を行 っ て い る市町村が

現 在半分 に留 ま っ て い る点に鑑み て 、 基本方針は全都道府県 ・市 町村 ・学校 に

策定 され 「体制が整備 され て い るとい うこ とを断固進めて い く覚悟が 必要」 と

の 文科省担当者の 心 情が 吐露 されて い る （第 4 回議事要旨）。 今後 、 「国の い じ

め 防止対策協議会 （仮称）」 と 「ガ イ ドラ イ ン策定協 議会 （仮称 ）」が設置 され

る こ とに な っ て い るた め 、 政策実施の 進捗状況把握 は大 きな論点 とな り得 るで

あろ う 。

　 こ うして 、 協議会 は 、   教委の 附属機関 （平時 か ら設置 して お くこ とが望 ま

しい ）、   重大事態発生時の 調査機関の 構成 員 （職 能 団体 や学校か らの 推薦 を

得て 、 専 門知識 と経験を有 し、 関係者 と利害関係 の ない 第三 者を選定す る）、

  被害者側へ の 情報提供 （事実関係 など必要な情報 を提 供す る責任を有す る こ

とを踏 ま え、 調査 で 明 らか に な っ た 事実関係 を説明す る）、   取組の 検証 （国

に よ る 「い じめ 防止 対策協議会」の 設置、 効果的対策の 検証） とい っ た各種論

点に 関す る国の 見解を明確化する機能を果た すに 至 っ た
（4S）

。

　（2 ）地方政府 レベ ル ：地方政府 の制度選択 ・設計

　以上 の 議論 を経 て 策定 され た の が 、 「い じめの 防止 等の た め の 基本的な方針」

（平成25年10月11日 、 文部 科学大臣決定）で あ る 。 文 科省 は 、 通知 （N） を発

出 し、 地 方 ・学校 に お ける基本方針の 策定や 法の 規 定 を踏 ま え た組織 の 設置、

重大事態へ の 対処 等 に関する措置を講 じる 旨の 指導 を行 っ た が 、地方政府 レ ベ

ル の い じめ対策論 議 は現在 も進行中で ある 。 以下 、 政策実施上 の 論点 を挙 げて

お く。

　第 1 に、 地方い じめ防止 基本方針の 策定 （12条） に つ い て 。 地方い じめ防止

基本方針は、 国の 基本方針 を参酌 して策定す る必要が あるが 、 策定方法は 「条

例 な どの 形で 」定め る こ と が望 ま しい と されて い る 。 こ こ で は 、   策定主体

（首長単独策定型 、 首長 ・教委連携 策定型、 教委単独策定型）、   策定方法 （条

例 制定す るか 否か ）、   策定協議者 （有識者や 保護者 な ど外部者 を含む か 否 か ）、

  内容 （い じめ 対策 の 基本 的方向性 ・内容 、 日常的対策の 検証 ・見直 し の 方法 、
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啓発活動や教育的取組の 推進 ・公開 ・普及方法）等が論点 とな ろ う。 都道府県

が先行 して方針策定 を行 う事例が 多い ため 、 市町村は都道府県 レ ベ ル の 方針を

参照 ・追従す る こ と も予想 され る 。 な お 、 い じ め対策法に よ り基本方針の 策定

は努力義務化 された が 、 こ れ に よ りい じめ に関す る条例 制定 の 機運 が高 まる こ

とに な るの か 、 それ と も法制定 に よ り却 っ て その 機運 が減 じ られ る こ と にな る

の か 、 現時点で は不 明で あ る 。 周知 の と お り、 岐阜県可 児市で は 「子 ど もの い

じめ の 防止 に 関す る条例」が制定 され先進地 と して紹介 され た が 、 その 他 に も、

北海道 、 北海道渡島管内知 内町 、 北海道滝川市 、 兵庫県小 野市 、 兵庫 県三 木市、

長野県高森町 、 滋賀県大津市 、 千葉県柏市 、 長崎県雲仙市 、 徳島県石 井町 、 佐

賀県みや き町 など 、 い じめ 関連条例の 検討 ・制定の 動 きは隆盛 しつ つ あ る
（49｝

。

他 の 自治体 の 規定内容 、 啓発 ・広報活動の 展開 、 諸活動 を下支 えする予算措置

の 有無 な ど、 注 目されたい 。

　第 2 に 、
い じめ 問題対 策連絡協 議会 （14条 1項） の 設置 につ い て 。 三 党案

の 「地 域い じめ対策 委員会」 をひ な形 と し て構想 ・法文化 された 同協議会 は任

意設置で あ り、 構成 員 も地域の 実情 に応 じ て 決定す る もの と されて い る 。 こ こ

で は 、   第三 者性を有す る構成 員の 人選 （学校 、 教委 、 私学主管部局 、 児童 相

談所 、 法務局 ・地方法務局 、 都道府県県警 、 弁護士 、 医師 、 心理や 福祉 の 専門

家等に関す る職能 団体、 民間団体 など）、   設置方法 （条例設置 か 要綱設置か ）

な どが論 点 とな ろ う。

　第 3 に、 教委の 附属機 関 （14条 3 項）の 設置 に つ い て
。 当該機関も任意設

置 で ある 。 当該機関は地方自治法上 の 附属機関 （地 自法202条の 3 ）を指 して

い るた め条例制定が 必要 とな るが 、 設置根拠 を定 め た上 で他の 組織を代替 させ

る こ と も容認 され得 る 。 また 当該機 関が担 う役割は 、地 方 い じめ防止 基本方針

の 内容に左 右 され るこ とに なる 。 調査研究機能 、 通報 ・相談 窓 口機能 、 問題解

決機能な ど、 自治体 ご とに 多様 と な ろ う。 な お 、 当該機 関の 実行 力 を規定する

条件の 1 つ に構成員の 属性が挙げ られ るが 、 同法 に 人選規 定 は存在 して い ない 。

後述する よ うに 、 教委が重大事態発生 時の 調査 （28条）を行 う場合 、 附属機 関

が その 役割を果 た す こ とが推奨 されて い る点 に鑑み て も、 専門的知識及 び経験

を有 す る第三者 と して 、 い か な る属性 （弁護士 、 医師、学識経験者 、 臨床心理

士、 人権擁護委員、 校長OB 、 警察OB 、　 SC 、　 SSW ）の 人材を登用す るこ とが

適切 か 、 公 平性 ・中立 性 ・客観性 ・透明性 ・迅速性を確保 する第三 者の 人選の

在 り方が 問われて い る 。
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　第 4 に 、 重大 事態 発生 時の 調査 組織 （28条 ）につ い て 。 重大事態 の 要件は 、

  い じめ に よ り当該学校 に在籍 する児童等の 生命 、 心身又 は財産 に重大な被害

が生 じた 疑い が あ る と認め る と き、   い じ め に よ り当該学校 に在 籍する児童 等

が相当の 期間学校 を欠席する こ とを余儀 な くされて い る疑 い が ある と認 め ると

き 、 と されて い る。 そ して、 重大事態の 事実 関係 を明確 に す る役割を担 う当該

組織 は 、 学校設置者又 は学校 に設置 され るが 、 教委が諸条件 （過去の 経 緯や 事

案の 特性 、 被害者の 訴 え な ど）を考慮 し た上 で 設置場所 を判断する こ ととな っ

て い る 。 例 えば、 学校 の 教育活動 に支障 が生 じ る恐 れが ある場合や学校主体の

調査 で は十 分 な結果が 得 られ ない と判 断 し た場合 は教委が 調査主 体 とな り、 上

述 の 附属機関が その 任を担 うこ とが想定 され る 。 他方 、 学校が 調査主体 となる

場 合 で も、 学校 の 「組織 」 （22条） の 構成 （当該学 校 の 複数 の 教職員、 心理 、

福祉等 に関する専門的 な知識 を有す る者 、 その 他関係者）だけで 不十分な場合

は 、 事態の 性質に応 じて 専門家 を加 え る等 の 工 夫 が求 め られ る 。 条件整備行政

と して の 教委 に よ る積極的支援 （人 的措置 も含 む）が要請 されて い るの で ある。

　第 5 に、 出席停止制度 の 運 用規定 の 見直 しに つ い て 。 周知の 通 り、 性行不良

を繰 り返す児童生徒 の 保護者 に対 して 学 教法 上容認 されて い る 出席停止制度 は 、

本人に対す る懲戒の 観点 か らで はな く、 学校の 秩序 を維持 し、 他の 児童生徒の

義務教育 を受 け る権利を保障する観点か ら設け られ た制度で あ る 。 出席停止 の

積極的適用を表明 した 自治体 （品川 区教委な ど）も出て きて い るが 、米国で は

被害者の 人権尊重 の 反面 、加害者措 置 も人権侵害 行為 に 当た る とす る訴訟 も提

起 されて い る 。 ナ イ ー ブな懲戒の 行 使 は 、 加害者 の 排斥 的機能 を果 た し、 更生

機 会を奪 う可能性 もあ る の で あ る
（5°）

。 こ の こ と は 「表 現 の 自由」や 「成 長発

達権」 との 関係で 、 人 権 と人権 との 葛藤 ・緊張関係をい か に捉 え るか とい っ た

教育 と福祉 をめ ぐる理論的課題 を再考 して い く必要性 を喚起 して い る と言 えよ

う。 児童生徒 の 安全や教育を受 ける権利の 保障は前提 とな るが 、 恣意的な制度

運用を防ぐために も加害者 の 指導体制 ・計画に 関する共通理解の 共有 な ど、 適

切な制度運用の 在 り方 を再検討する と同時に、 手引書や ガ イ ドライ ン等 の 作成

も並行 して検討 されて よい
。

　以上 、 地方の い じめ対策は、 制度 選択 ・設計の 余地 が
一 定程度確保 されて い

る こ とか ら、地方政府 に おい て 最適 解 （ロ ー カル ・オ プテ ィ マ ム ）を志向する

過程 で 、 多様 か つ 独 自の 制度 が構築 されて い く可 能性 もある 。 地方 い じめ 防止

基本方 針や 学校 い じめ防止基本方針の 内容 、 各種組織 （連絡協議会 、 附属機関、
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調査機関な ど）の 果た す機能な ど 、 注視 され たい
。

　お わりに一 政策過程の 特質 とガバ ナ ン ス

　本稿で は 、
い じめ対策の 政策過程を政 策段階ご とに 論 じ た 。 90年代以降の い

じ め対策は 、 学校現場の 主体性 に 期待 し 「通知」を通 じた 指導 ・助言が 行われ

て きた の に対 して 、 相次ぐい じめ 自殺事件や い じめ実態把握の た め の 緊急調査

結果を受 けて 、 行政 ア ク タ
ー

は 、 機構改 革 、 他省庁 （主 に 警察庁）との 連携 、

外部 リソ ース の 活 用 な ど 、 中央地方関係 と省庁間関係の 見直 し を行っ た
。 他方

で 、 「通 知」主義の 限界
 

を感 じ て い た政治 ア ク タ ー
は 、総 選挙前か ら立法化

の 検 討 を行 い 、 「法律」 を通 じた政策誘導 に よ り 「組織」的に い じめ対策を行

うこ と を義務づ け る措置 を講 じ た の で あ る 。

　い じめ対策の 政策過程は 、今後、 「通知」 と い う政策手段が 講 じ られ な くな

る こ とを意 味 して い るの で は な く、 教育現場に対する中央政府 レベ ル の ガバ ナ

ン ス の 形態 ・方法 、 そ して 学校 レ ベ ル の ガバ ナ ン ス の 形態 ・
方法が それ ぞれ再

構築 された （つ つ あ る） こ とを示唆 して い る。 すなわ ち 、 中央政府 レ ベ ル の行

政 ・政治 ア ク タ ー は 、 地方政府 レ ベ ル の 行政ア ク タ ー を通 じて 教育現場へ の 指

導助言 を行い 、 「政策受容」（政策の 解釈や 取組の 度合い ）の 程度を学校の 自主

性 ・自律性 に委ね るの で は な く、 各学校 レ ベ ル に 常設の い じめ対策組織の 設置

と学校い じめ 防止 基本方針の 策定 を義務づ け る こ とで 、 結果 と して 説明責任に

留 ま らず結果責任 をも担わせ るガバ ナ ン ス 構造 が構 築 され た （つ つ あ る）の で

あ る。 制度 は 、 ア ク タ ーの 行動選択の 方向性や選 択肢の 幅を規 定す る こ とに な

るため 、 い じめ対策法を通 じ て 構築 され た ガバ ナ ン ス の 形態 （組織設置の 義務

化） と方法 （方針策定の 義務化）は 、 教育現場の 取組の 「規格化」 に寄与 し 、

中央政 府が 間接的 に教育現場 を統治するシ ス テ ム と して 今後機能 して い くこ と

に な り得 る で あ ろ う 。 それ で は 、 今 次 の 改 革 は 、

一 定 の 政策裁量を容認す る

「ア ー ム ・レ ン グ ス 」の 原則を前提 とす る条件整備行政の 一
環 と して機能 して

い くこ と に な るの か 、 あるい は 、 立法趣 旨や初 発の 政策 ア イ デ ィ ア とは相反す

る形 で 、 プ リン シ パ ル ・エ ー ジ ェ ン ト理論 に基礎づ け られ たNPM 型改革の
一

環 と して 教育現場 の裁 量権 を統制 す る機能 を果 して い くこ とに な るの か 。 教育

ガバ ナ ン ス の 形態は 、 教育実践 の あ りよ うをそ の ま ま規定す る こ とに は な らな

い た め 、 その 評価 は他 の 教育政策 （教科書検 定制度 の 運 用、 学制改革 の 実施 方

式な ど） との 比較検討を要す る。 さ し あた り、 い じめ対策に 関 して は 、 見直 し
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条項 （附則 2 条 1項）が 記す 「い じめ防止基本方針」の 見直 し時期 （3年後）

の 政 策論議 が
一

つ の 転換点 と な ろ う 。

　 さて、 「推進」法の 政策効果 をめ ぐっ て は、 形式的指標 （組織設置や方針策

定の 進捗状況 な ど）に限定すれ ば議論する こ と は可能で ある 。 他方で 、 立法行

為が い じめの 「防止」に直接影響を与 えるか は判断困難で あ り、 即 自的効果を

期待す る こ と自体 無意味で あ る。 他方 、   子 ど もを加害者 ・被害者 ・観衆 ・傍

観者 の い ずれに も させ ず 、 毅然 と した態度 で い じめ に 向 き合 う姿勢を国が積極

的に 発信 した点 、   ア ク タ
ー

問 （国、 地方公共 団体 、 学校 の 設 置者 、 学校 ・教

職 員、保 護者）の 責務 を規 定 した 点、   い じ め対応 （防止 、 早期 発見 、 対処 ）

と して の 手続的フ ロ
ー

（通告 ・申告 ・調査 → 事実確認 → 指導 ・支援→ 報告）を

明確化 した点 、   ナ イ ー ブ な 「責任論」か ら 「組織論 ・権限論」へ と議論 をシ

フ トさせ 、 地方政府に 留ま らず学校 レベ ル に お ける組織的対応を法的に義務付

けた点 は 、 い じめ対 策の 抜本的見直 しの 必 要性を再認識 させ る契機 とな るで あ

ろう
C52）

。 むろん 、 改革 姿勢や崇高 な 理念 ・目標 （い じめの 「根絶 ・撲滅」）ば

か りが先行 し、 方針策定や条例制定が 自己 目的化す る と 、 非現実的で 実行力の

乏 しい 空文化 した基本方針 ・条例 が乱発 され る可 能性 もあ る
〔53）

。 また 「組織

論」に傾 倒す る あ ま り組織の 乱立 が 生 じ、 結果 と して 責任の 所在 が 不明確 とな

っ て 、 議論の レ ベ ル が 「責任論」へ と回 帰する懸念 もあ る。 従 っ て 今後 は、 地

方政府 にお ける政策実施 ・政策評価段階の 議論 に も注視する必要が あ る 。

　最 後 に 、 下村文相 は 、 同法の 国会審議の 場で 、
い じめの 有無や 多寡 を評価す

るの で は な く、 問題を隠さず適切な実態把握や 迅速な対応 が促 される学校 ・教

員評 価を行 う必要が あ る こ と 、 い じめ に よ る長期病欠や 不登校の 子 ど もに対 す

る学校 へ の 修学以外の 学習支援の 在 り方 につ い て 、 フ リー ス ク ー
ル に 対す る効

果 的支援 ない し 「学校」化の 検討を行 っ て い くこ と を答弁 して い る
（54）

。 当該

答弁は 、
い じ め対策 とい う ア ジ ェ ン ダ は、他の 教育課題 （学校 ・教 員評価 、不

登校児童対策、 フ リ
ー ス ク ール 、 オル タ ナ テ ィ ブス ク ール 、 設置主体の 多様化

な ど） と通底す るク ロ ス ・バ ウ ン ダ リ
ー （領域横断的）な性質を帯びて い る こ

とを裏付 けて い る 。 翻 っ て 言 えば 小泉政権時代 にお け る規制改革論議 と 同種

の 政策過程 （ア リ
ー ナ ・ア ク タ ー ・ロ ジ ッ ク） が再来 し得る こ とを 、 当該政策

過程 は示唆 して い るの で ある 。

〔本研究 は、 科学研究費助成 に よ る研究 ・若手研究 （A）厂政権交代 に 伴 う
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教育政策過程 ・内容の 変容 に関す る実証的研究」の 成果の
一

部で ある 。〕

注

　（1 ）本稿執筆 に 際 して 、 多 くの 先 行研 究等 （研究書 、 ル ポ 、 体 験 記 、評 論 、

　　　自伝等）を参照 した が 、 紙幅の 関係 で 引用 は最低 限 に留め た 。 また 、拙稿

　　 「『い じめ防止対策基本法案』の 背景と論点 を探 る」 『教職研修』 2013年 5 月

　　 号 と重複する記述が あ るこ とを予め 断わっ て お く。

　（2 ）拙稿 「書評 ： 内藤朝雄 ・萩上 チ キ 『い じ め の 直 し方』」『月刊高校教育』

　　 2010年 7 月号 、学事出版 。

　（3 ）拙稿 「書評 ：内藤朝雄 『い じめの 構造 一なぜ人は怪物 に な るの か 』」「月刊

　　 高校教育』2009年 7 月号 、 学事出版 。 「い じめ追跡調査 2007−2009」（国立 教

　　 育政策研究所生徒指導 ・進路指導研究セ ン タ ー）で は、 「週 に 1 回以上」 と

　　 い う高頻 度 の 被 害経 験が あ る と回答 した生徒 が 毎 回 7−14％程度 存在 し 、 そ

　　 れが半年後 ま で継続す るの は半 分以 下 とな っ て い る点 か ら、被害 者 ・加害

　　 者 は容易に 入 れ替 わ り、 どの 子 どもに もリス ク が あ る と指摘 して い る 。 そ

　　 の 後の 「い じめ 追跡調査2010−2012」で も、 暴力 を伴わ ない い じめ につ い て 、

　　 小学校 4 年生 か ら中学校 3 年生 まで の 6 年間 で 、被害経験が 全 くない 児童

　　 生徒、加害経験が 全 くない 児童生 徒は 各 1 割程度 との 結果 が示 され 、 児童

　　 生徒の 多 くが被害や 加害 を入 れ替わ り経験 して い る こ とが 指摘 されて い る。

　（4 ） い じめ 防止対策推進法 の 逐条 解説書 と して 、 坂田仰 編 『い じめ 防止 対策

　　 推進法
一

全 条文 と解説』学事出版 ，
2013年が ある 。

　（5 ）市川須美子 「教育再生会議」『ジ ュ リス ト』第1337号 ，
2007年 ， 48頁。

　（6 ）なお 、 『生徒指導提要』 （平成 22年 3 月）の 他 、 直近 5 年 間の 中教審答 申

　　 の 中で もい じめ 対策 に 関連する記述 が多い こ と も知 られ て よい 。

一
例 と し

　　 て 、 『次代 を担 う自立 した 青少年の 育成 に 向けて 』 （平成19年 1 月30日、 68−

　　 69頁）、 『子 ど もの 心身の 健康 を守 り、 安全 ・安心 を確保するため に 学校全

　　 体 と して の 取組 を進 め る た め の 方策 に つ い て 』 （平成20年 1 月17日 、 10頁、

　　 14頁）、 『教育振興 基本計画 に つ い て 一 「教育立 国」の 実現 に向 けて 一』 （平

　　 成20年 4 月 18日、 23頁）、 『学校安全 の 推 進 に関 す る計画 の 策定 に つ い て 』

　　 （平成 24年 3 月21日、15頁）、 『教職生活 の 全 体を通 じた 教員 の 資質 能力 の 総

　　 合的な 向上 方策につ い て』 （平成 24年 8 月28日、 3 頁、 16頁）。

　（7 ）加野芳正 「なぜ 、 人は平気で 「い じ め」 をす るの か ？一透 明な暴 力 と向

　　 き合 うた め に』 日本図書 セ ン タ ー
，
2011年 ，

29−51頁 。

　（8 ）出席停止 に関 して は 、 平成13年11月 6 日発出の 通知 「出席停止 制度の 運

　　 用の 在 り方につ い て 」 （初等中等教育局 長、 13文科初第725号） を 、 懲戒 ・

　　 体罰 に 関 して は 、 「学校教育法第11条 に規定する児童生徒の 懲戒 ・体罰 に関

　　 する考 え方」 （http：／／www ．mext ．go．jp／a＿menu ／shotou ／seitoshidou ／07020609．

　　 htm＃aO1 ） を参照すべ き とす る 旨が 記 されて い た 。

　（9 ）『朝 日新聞』 2012年 11月23日，3 面 。
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（10）通 知 に は 、 強制 わ い せ つ （刑 法 第 176条 ）、 傷 害 （刑 法第204条）、暴 行

　 （刑 法第208条）、強要 （刑法第223条）、 窃盗 （刑 法第235条）、 恐 喝 （刑法第

　 249条）、器物損壊等 （刑 法第261条 ） な どが 挙げられて い た 。 なお、後 の 通

　 知 （M ）で は 、 上記 以外 に 、 名誉毀損 、 侮辱 （刑法第230条 、 231条）、 児童

　 ポル ノ 提供等 （児童買春、児童 ポル ノ に係 る行為等の 処罰及び 児童 の 保護

　 等に関す る法律第 7 条） も挙げ られて い た 。

（11）当該通知 は 、 平成 25年 1 月24日に 警察庁 が都道府 県警察に 発出 した通達

　 「学校 に お ける い じめ 問題 へ の 的確 な対応につ い て 」 （警察庁 生活 安全 局長 、

　 警察庁丙少発第 1 号） を受 け て 、文科 省 が 学校 ・教委等へ 通知 した もの で

　 あ る。

（12）「別紙」に は、 い じめ の 態様 別 に い か な る行為 が 犯罪行為 に該 当す るか が

　 示 され て い る。

（13）教育行政 と警察行政 の 連携の 在 り方が模索 され るこ と 自体は評価 し得るが、

　 刑事司法 の役割 を単純 に拡 大 させ る 動向 に対 して は 、刑 法 の謙抑性 、 罪刑

　 法定 主義 、 法 規万 能主義の 観点か ら国内外で 賛否両 論あ る こ とは知 られて

　 よい 。   い じめ の 予 防 と初期対応 に お け る学校 内外の 手続 の 明確 化 、   教

　 育的配慮 を加味 した治癒 と処罰の バ ラ ン ス な ど 、 理 論的 ・実践 的課題 は少

　 な くない
。 な お、刑 法上 、少年司 法上 の 課題 に 関 して は、 「課題 研究 『い じ

　 め』 問題 と少年司法 の 限界」 『犯 罪社会学研究』 第20号 ， 1995年 、 「シ ン ポ

　 ジウ ム 「学校教育 と 『い じめ』」 『日本法政学会法政論叢』第 34号 ，
1998年、

　 山 口 直也 「い じめ 問題に対する少年司法 の 課 題」 『〈 教育 と社会 〉研究』第

　 23号，2013年 を参照 の こ と 。

（14）滝充 「い じめ統計 デ ー タの 検討 一文 部省調査の 数字 をど う読む か 」『国立

　 教育研究所研 究集録』第 33集 、 1996年、 滝充 「い じ め の 調査結果 につ い

　 て
一 『問題行動等調査』の 意 義を考 えた取組 を」 『教育委 員会 月報』 2012年

　 12月号。

（15）各党の 政策案の 概要は 、 『厚生福祉』第5952号 ，2012年 12月 7 日号 ， 時事

　 通信 社、 『読売新聞』2013年 2 月20日， 11面等を参照 。

（16） 「朝 日新聞』2012年12月 11日，
38面 。

（17）喜多明人 「い じ め防止対策推進法の 問題 点 と学校現場 の 課 題」 『季刊教育

　 法』第 178号 ，
2013年 ，

89頁。

（18）平成 25年 2 月25日の 参議院 文教科 学委員会で 小西洋
一

民主党議員が 法案

　 内容 を詳細 に 説 明 して い る （『第183回国会参議院文教科学委員会会議録』

　 第 1 号 、 6−10頁）。

（19）全 文 は 、 『議会 と 自治体』第 177号 ，
2013年 ，

77−81頁。 い じ め対応の 基本

　 原則 につ い て は 、 藤森毅 「『い じめ』の ない 学校 と社会 を」 『女性の ひ ろば』

　 2013年 2 月号を参照の こ と。

（20）自由民主 党教育再生実行本部 『中間 とりまとめ』平成24年11月21日。

（21）教育再生 実行会議 は、第
一

次安倍政権 と 同様、 首相直属機関 と して 内閣官

　 房 に設置 された 。 構成 員 は 内閣総理大 臣、内閣官房長官 （菅義偉）、文 部科
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　 学大臣兼教育再生 担当大臣 （下村博文）、 有 識者で あ り、庶務 は 内閣官房教

　 育再生実行 会議担 当室 が務め て い る 。 そ の 他 、 政府 ・与党か らの オ ブザ ー

　 バ ー と して 自民党議員 （遠藤利 明）、 公 明党議員 （富 田義之）の ほ か 、 内閣

　 官房副長官 3 人 （加藤勝信 、 世耕弘成 、 杉 田和博 ）、 文 部科 学副大 臣 2 人

　 （福井照 、 谷川弥一）、 文部科学大臣政務官 2 人 （丹羽秀樹 、 義家弘介）が

　 陪席 して い た （当時）。 なお、第一次安倍政権時に 、 遠藤議員 は文部科学副

　 大臣、富田 議員は財務副大臣を務め て い る。

（22）教育再生 会議の 第
一
次報告 （平成19年 1月24 日）の 中に は 「改革の 具体的

　 実践の重視」 と して 、 「当該会議が とりまとめ た 『い じめ問題へ の 緊急提言』

　 の 実践状 況 を含 め 、改革の 内容に つ い て 、具 体 的 な行 動 計画 を策定 し迅速

　 に実行 し 、 フ ォ ロ
ー

ア ッ プ を行 う仕組み につ い て も検討」す る と記載 され

　 て い た が 、 そ の 後い か な る手 法で フ ォ ロ ー ア ッ プ が な されたか は不明で あ

　 る 。 ま た 、 教育 再生 実行 会議 の 場 に お け る安倍首相 の 「前 回 の 教育再生会

　 議で も大変す ばら しい 方針 をま とめ て い た だ い た の で す が 、 残念 なが ら現

　 場が そ うな っ て い な い とい う こ と は 、 我 々政治の側 に大 き な責任 が あ るわ
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　 23号 ，
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　 喜多明人他編 『子 どもの 権利』 日本評論社 ，
2009年、 澤田浩之 「韓国に お

　 け る 学校暴力予防法改正 と今 後 の 課 題」 『広 島修大論集』第50巻 第 2 号 ，
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